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要旨：本稿は、小学５年生の「これからの食料生産」を題材に、平成 29 年 3月に公示された学習指導要領の「持続可能

な社会の創り手を育てる」ことを目的とした社会科のあり方を提案するものである。持続可能な社会の創り手の観点か

ら、「学習指導要領解説 社会編」や現行の教科書の学習内容に検討を加え、利潤追求だけでない農業の多面的機能や、

地産地消がもたらす生産者、消費者双方の精神的豊かさと自然環境への効果を見出した。そして多様な豊かさや幸福感か

ら食料生産を捉え直す「これからの食料生産」の授業展開を提案した。 

 
キーワード：地産地消 Local production for local consumption 
      持続可能な開発のための教育 Education for Sustainable Development 
      農業 agricultural industry 

豊かさ Abundance 
  

１．はじめに 

20 年度版の「小学校学習指導要領解説 社会編」小学

校社会科第５学年に「（２）我が国の農業や水産業につい

て、次のことを調査したり地図や地球儀、資料などを活用

したりして調べ、それらは国民の食料を確保する重要な役

割を果たしていることや自然環境と深い関わりをもって

営まれていることを考えるようにする。（１）」という学習内

容があり、次のア、イ、ウの事項が示されている。 
ア 様々な食料生産が国民の食生活を支えていること、食 
 料の中には外国から輸入しているものがあること。 
イ 我が国の主な食料生産物の分布や土地利用の特色な 
ど。 

ウ 食料生産に従事している人々の工夫や努力、生産地と 
 消費地を結ぶ運輸などの働き（２）。 
ア、イ、ウ、の事項からも分かるように、ここでの学習

は、現在の食料生産について、調査したり、資料を活用し
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たりして調べ、具体的な事例をもとに我が国の食料生産が

気候や地形を生かして行われていることや、それに従事す

る人々の工夫や努力を共感的に理解すること、また国民の

食料を確保することの重要性と共に、グローバル化した食

料に関わる貿易、運輸などについて理解することが主な学

習内容となっている。 
しかし、平成 29 年 3 月に公示された小学校学習指導要

領には初めて前文が付され、「一人一人の児童が、（中略）

持続可能な社会の創り手となることができるようにする

ことが求められる。(3)」と明記されていることから、現状

を理解することに留まらず、課題を見出し、よりよい社会

創りに参加・参画しようとする意欲や態度の育成が求めら

れていると言える。 
現在、小学校で使用されている 27 年度版教科書は、日

本文教出版株式会社の「小学校 社会」と東京書籍株式会

社の「新編 新しい社会」、教育出版株式会社の「小学社

会」、光村図書出版株式会社の「小学校 社会」であるが、

これらすべての教科書において、食料生産に関わる学習の

最後に「これからの食料生産」の小単元が設けられ、低い

食料自給率など、食料生産に関わる課題を取り上げ、これ

からの食料生産のあり方を考える学習が行われている。し

かし、ここでも現状を理解することに終始しており、持続

可能な社会創りに参加・参画しようという意欲や態度の育

成が目指されているとは言いがたい。 
本稿では、ESD（Education for Sustainable Development）

の持続可能な社会創りの担い手を育成するという観点か

ら、特に「これからの食料生産」の小単元に焦点を当て、

社会や環境に適応しながら何世代にもわたり形作られて

きた伝統的な農林水産業として国連食糧農業機関(FAO)
が認定している、持続可能な農業でもある世界農業遺産に

関する研究成果に依拠して検討を加え、29 年度版学習指

導要領の目的のひとつである「持続可能は社会の創り手」

を育成する社会科学習として、新たな授業展開を提案する

ものである。 
世界農業遺産の理念や認定されているサイト等につい

ては、日本を代表する農学及び環境学の研究者である武内

（2013）に詳しく記されている(4)。また、世界農業遺産の

ESD 教材開発に関しては、祐岡ら（2016）が世界農業遺

産「能登」と「阿蘇」の事例をもとに、世界農業遺産の ESD
教材としての意義として、「児童に農業とのつながりを認

識させ、その多様性を考えさせることで、従来の消費者中

心の価値観を少しでも生産者の立場に向ける変化を促す

こと」であると述べている(5)。 
本稿では、祐岡らの知見に加え、食料生産の意義を経済

的な豊かさだけに限定せず、世界農業遺産を例に、食料生

産の豊かさを多面的に捉えさせることで、持続可能な社会

創りへ参加・参画しようとする意欲や態度を育成する授業

展開を提案する。 
 

 

２．研究の方法 

 
 20 年度版「小学校学習指導要領解説 社会編」（以下、

20 年度版解説）と 29 年度版「小学校学習指導要領解説 

社会編」（以下、29 年度版解説）の第５学年の食料生産に

関する記述を比較し、「持続可能な社会の創り手」の育成

を視野に改善された点を見出し、その妥当性について検討

を加える。また、教科書の発行に関する臨時措置法におい

て、「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれら

に準ずる学校において、教科課程の構成に応じて、組織排

列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる

児童又は生徒用図書であって、文部科学大臣の検定を経た

もの又は文部科学省が著作の名義を有するもの」と教科書

が定義されると共に、学校教育法第 34 条には「小学校に

おいては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部

科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなけれ

ばならない。」と明記されていることから、全国の小学校

において、教科書を主たる教材として学習が展開されてい

ると考えられる。そこで、４社から発行されている現行の

小学校第 5 学年社会科の教科書の「これからの食料生産」

の内容を比較検討することを通して、日本の食料生産の課

題を明らかにし、生産者と消費者の視点から、課題解決へ

の糸口を探りたい。さらに、世界農業遺産に関する現地調

査や農業に関する勉強会の成果を生かした「これからの食

料生産」の授業を提案する。 
 

３．「小学校学習指導要領解説 社会編」の比較 

 
３．１．20 年度版解説と 29 年度版解説の共通点 

 第５学年の食料生産に関わる記述について、20 年度版

解説と 29 年度版解説の共通点は次の通りである。 
（１）知識について 
・食料生産が国民の食生活を支え、食料を確保する重 
 要な役割を果たしていること。 
・食料生産が、自然条件を生かして営まれていること。 
・食料生産に従事している人々が生産性や品質を高める 
（新鮮で良質な物を生産し出荷する）ための様々な工夫 
や努力をしていること。 

（２）技能について 
・地図帳や地球儀、各種の資料で調べ、まとめること。 

（３）思考力、判断力、表現力等について 
・我が国の主な食料生産物の分布、外国との関わりなどに

着目して、食料生産の概要を捉え、食料生産が国民の食

生活を支えているという、食料生産の意味を考えること。 
・食料生産に関わる人々の、消費者の需要にこたえ、良質

な食料を消費地に届けるための、輸送方法や販売方法の

工夫や努力を捉え、その働きを考え、表現すること。 
（４）内容の取扱い 
・稲作のほか、野菜、果物、畜産物、水産物などの中か

ら一つを取り上げること。 
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３．２．29 年度版解説に見られる改善された点 

 29 年度版解説に見られる改善点として２つ見出すこと

ができた。一つは、食料生産に従事している人々の工夫や

努力を捉えるにあたって着目すべき内容が具体的に示さ

れたことであり、もう一つは、思考力、判断力、表現力の

育成に関わる、多角的思考についてである。 
 一つ目の着目すべき内容についてである。29 年度版解

説では、食料生産に従事している人々の工夫や努力を捉え

るにあたって、着目すべき内容を具体的に記載している。

生産の工程、人々の協力関係、輸送、価格や費用が具体例

として挙げられているが、特に価格と費用に注目する。20
年度版解説でも、価格と費用については、「例えば、野菜

や魚などの生鮮食料品の価格は時期や場所によって変わ

ること」、「生産の過程で様々な費用がかかること」、「生産

物を消費地まで運ぶためには費用がかかること」の３つを

取り上げることとされていた(6)。29 年度版解説ではさら

に、「生鮮食料品の価格は、主として市場で決められ(7)」る

ことを明記している。20 年度版解説にも「インターネッ

トを活用して相場の情報を市場からいち早く入手(8)」する

必要性が述べられていたが、その目的に関する具体的な記

述はなかった。29 年度版解説が刊行されるに先立ち、平

成 28 年 12 月 21 日付で、中央教育審議会より「幼稚園、

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要

領等の改善及び必要な方策等について（答申）」がまとめ

られ、育成を目指す資質・能力の３つの柱が明記された(9)。

一つ目が「何を理解しているか、何ができるか（生きて働

く「知識・技能」の習得）」であり、二つ目に「理解してい

ること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応で

きる「思考力・判断力・表現力等」の育成）」、三つ目が「ど

のように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学

びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間

性等」の涵養）」である。その一つ目の生きて働く知識と

して、「個別の事実的な知識のみを指すものではなく、そ

れらが相互に関連付けられ、さらに社会の中で生きて働く

知識となるものを含むもの」と説明されている。生鮮食料

品の価格の決められ方を具体的に学ぶことで、知識の構造

化を図っていることがうかがえる。また、新しい取り組み

として産地のブランド化と６次産業化にも言及している

ところに、社会の動きに対応した改善点を見出すことがで

きた。 
 二つ目の多角的思考についてである。29 年度版の（内

容の取扱い）には、思考力、判断力、表現力等を身に付け

ることに関して、「消費者や生産者の立場などから多角的

に考えて、これからの農業などの発展について、自分の考

えをまとめることができるよう配慮すること。(10)」と記さ

れている。 
  
３．３．29 年度版解説の改善点の検討 

 以上、29 年度版解説において見出した２つの改善点に

ついて、一つ目の新しい取り組みとしての産地のブランド

化と６次産業化への言及については、それがどのように教

科書の記述に反映されているかを後述する。ここでは、ま

ず二つ目の多角的思考について、「持続可能な社会の創り

手」の育成の観点から検討を加えたい。 
 
３．３．１．持続可能な社会の創り手の育成の観点 
 持続可能な社会を創ることと持続可能な社会を開発す

ることは同義と捉えられる。持続可能な社会の開発につい

ては、1987 年ブルントラント委員会において、「将来世代

のニーズを満たす能力を損なうことなく、今日の世代の

ニーズを満たすような開発」と定義された。この定義の前

段は世代間の公正、後段は世代内の公正として解釈されて

いる。この定義を踏まえ、本稿では、持続可能な社会の創

り手の育成の観点を「自然環境や社会環境において世代間

の公正と世代内の公正が担保されていること」と設定した。 
 
３．３．２．生産者と消費者の立場から  

29 年度版解説には、生産者の立場と消費者の立場につ

いて次のような記述がある(11)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．３．３．「持続可能な社会の創り手」の育成の観点から

の検討 

 生産者の立場からの③と消費者の立場からの③は、生産と

消費の相互性を表している。どのような方法で高品質なもの

を生産しているのかへの言及はないが、エネルギーを大量に

消費し、大量の二酸化炭素を排出する方法であったり、航空

機等の交通手段を用いた輸送であったりするものであれば、

持続可能な社会の創造に寄与するものとは言えない。 
 ESD の観点から明らかに違和感があるのは、生産者の

立場からの②温室等の設備により出荷時期を工夫してい

ること、である。筆者らは、大学へ授業体験にやってくる

高校生に対して、野菜の旬当てクイズをしているが、多く

の高校生が間違えるのがイチゴの旬である。多くの高校生

が 12 月と答えており、その理由はクリスマスケーキにイ

チゴが付いているからである。奈良市南部はイチゴの生産

生産者の立場から 
①農産物の生産では、農業法人などを設立して取り組んでい

ること。 
②温室等の設備により出荷時期を工夫していること。 
③手間をかけて高品質なものや付加価値のあるものを生産し

海外に輸出していること。 
④畜産物の生産では、与える飼料により品質を高めているこ

と。 
⑤生産・加工・販売を関連付けた、いわゆる「6 次産業化」の

動きなど新しい取組を取り上げること。 

消費者の立場から 
①安全性の確保。 
②環境への負荷の軽減などの意識が高まっていること。 
③低価格のものだけでなく、高品質のものや希少性のあるも

のを求める傾向も見られることなどを取り上げること。 
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地であり、クリスマスシーズンにイチゴを出荷している。

その「工夫」は、夏にイチゴの苗を冷蔵庫に入れ、冬を体

験させる。その後、冷蔵庫から出されたイチゴは暖かい春

になったと勘違いする。さらに秋から冬に向けてイチゴの

苗が育つビニールハウス内を暖かく保つと共に、短くなる

日照時間を補うために、夜遅くまで電気をつけている。こ

のようなエネルギーを大量に消費し、二酸化炭素を大量に

排出する「工夫」を是とすることはできない。スーパーマー

ケットの食料品売り場には、冬でも夏野菜が、また夏に冬

野菜が売られている光景が当たり前になっているが、その

当たり前を批判的に捉え、旬のものを育て食べる旬産旬消

を、消費者の立場からの②環境への負荷の軽減として取り

扱うべきである。29 年度版解説の記述の修正を望みたい。 
 次に教科書の内容について、「持続可能な社会の創り手」

の育成の観点から検討する。 
 

４．教科書内容の検討 

 
４．１．教科書に記された学習課題について 

 ４つの教科書会社から発行されている、平成 27 年度版

の小学校５年生社会科教科書の小単元「これからの食料生

産」の内容について、学習課題を中心に表１に整理した。 
 
表１小単元「これからの食料生産」の学習課題に関する記

述内容（筆者作成） 
 学習課題 課題設定の背景 

光
村
図
書
出
版 

食料品の輸入と私

たちの食生活に

は、どのような関

わりがあるのだろ

う。 

食料自給率の低さ 
輸入量の増加の原因は食生活の変

化にある。 
外国が不作の時への不安 

日
本
文
教
出
版 

わたしたちの安全

で安心な食生活を

支えていくため

に、これからの食

料生産はどう進め

ていけばよいのだ

ろう。 

食料自給率の低さ 
（輸入制限の緩和、国産の出回る

量が少ない時期に輸入） 
世界の食料危機に対する不安 
食料輸出国での不作への不安 
外国との関係悪化による輸入制限

への不安 
輸出国における環境破壊 

教
育
出
版 

私たちが食料を安

定して確保し続け

ていくために、こ

れからの食料生産

をどのように進め

ていけばよいのだ

ろう。 

食料自給率の低さ 
食料輸入の増加が食料生産に与え

る影響 
（交通の発達と冷凍技術の進歩、

輸入制限の緩和） 

東
京
書
籍 

食料問題にはどん

な問題があり、こ

れからの食料生産

をどのように進め

たらよいでしょう

か。 

食料自給率の低さ（40 年前に比べ

３分の２に） 
国内生産の減少 
農林水産業従事者の減少 
耕地面積の減少 
検査済み表示のある牛肉 
生産者の名前が書かれている野菜 

４．２．食料輸入の増加について 

4 社とも、食料輸入の増加と食料自給率の低下を学習課

題に挙げている。そして、食料輸入の増加の原因として次

の４つが示されている（カッコ内は教科書会社数） 
 
 
 
 
 
 

 食生活の変化の具体として、２社が和食中心の食生活か 
ら洋食への変化を挙げている。この食生活の変化について、

食と農を研究し、積極的に政策提案なども行っている生源

寺（2013）は、1955 年には穀類・いも類・でんぷんから

のカロリーが 74％、同じく動物性食品からのカロリーが

6％、油脂類からのカロリーが 3％であったのに対して、

2005年には穀類・いも類・でんぷんからのカロリーが 45％、

動物性食品からのカロリーが 21％、油脂類からのカロ

リーが 14％となったという事実から、「昭和の時代を通じ

て、食料消費の驚異的な変化が輸入品への依存度を高めた

ことは間違いない。（12）」と述べている。 
 食料輸入の増加について、食生活が豊かになったと肯定

的な表現が見られる（２社）一方、次のような問題が示さ

れている。 
 
 
 
 
 
 
 
これらの問題は、日本国内で生じている問題であるが、

その他に、エビの養殖池をつくるためにマングローブ林が

破壊されている事実を取り上げ、輸出国の環境破壊に言及

している記述（２社）があった。 
 
４．３．食料自給率について 

各教科書とも、このような問題を低い食料自給率に原因

を求め、食料自給率を上げる方法を考えさせる内容になっ

ている。その方法として紹介されているのが、次の７つで

ある。 
 
 
 
 
 
 
 
この中で「農業会社による効率的な生産」として教科書

に掲載されているのは、ビルの中の野菜工場であり、「天

・食生活の変化（４社） 
・輸入品の値段の安さ（３社） 
・食料輸入の規制緩和（２社） 
・交通の発達と冷凍技術の進歩（１社） 
・国産の出回る量が少ない時期に輸入（１社） 

・競争の激化による国内の食料生産の減少（２社） 
・安全性への不安（２社） 
・安定した輸入への不安（４社） 
・農林水産業従事者の減少（１社） 
・耕地面積の減少（1 社） 
・水田の耕作放棄による自然環境の悪化（２社） 

・地産地消（４社） 
・農林水産業従事者を増加させる（１社） 
・食べ物のむだをなくす（１社） 
・地域の食文化を見直す（２社） 
・よりおいしく安全な作物の生産（１社） 
・農業会社による効率的な生産（１社） 
・生産者と消費者を結び付ける取り組み（１社） 
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候の変化や害虫の発生を心配せず、安定して作物を作るこ

とができます。(13)」と紹介されているが、太陽光の代わり

に人工の照明で野菜を育てるために、大量のエネルギーを

消費していると思われる。農林水産省農林水産技術会議の

試算によると、通常の大型園芸施設に比べて、植物工場の

ランニングコスト（光熱費）は 47 倍の経費がかかる(14)。

このような多エネルギー消費型の植物工場は、現状では持

続可能な社会の創造に寄与するものとは言えない。 
 すべての教科書で取り上げられている食料自給率の低下

について、生源寺（2010）は、「平成の食料自給率の低下

は、主として国内農業の衰退によって生じている(15)」と指

摘し、食料安全保障の面から、重要なのは食料自給率より

も、国産食料の絶対的な供給力である食料自給力であると

述べ、2005 年に農林水産省が行った調査をもとに、全て

の農地を活用したとしても、一人一日 1900～2000 キロカ

ロリーの食料供給力しかなく、危険水域のレベルに低下し

ていると警鐘をならしている(16)。 
 教科書では、食料自給率の低下を主に食料安全保障の側

面から捉えているが、生源寺は先述したとおり国内農業の

衰退として捉え、農業の多面的機能として次の 5 つを挙

げ、国内農業の持続の重要さを指摘している(17)。 
 
 
 
 
 
 
 そして食料自給率の向上も含めて、農業経営の厚みを増

すための３つの工夫を紹介している。「ひとつは土地利用

型の農業の生産物の価値を高める工夫だ。（中略）厚みを

増すもう一つの工夫、それは土地利用型農業に集約型の農

業を組み合わせることだ。（中略）第三の工夫は、農産物

の加工や流通に取り組むことだ。(18)」と述べており、４社

の教科書に記載されている地産地消については、一言もふ

れていない。 
土地利用型農業とは、稲作や麦作など、広い土地を用い

た農業であり、集約型農業とは、限られた面積の土地に経

費と労働を集中的に投入する野菜作りや果実栽培、施設型

の農業を指す。 
生源寺は３つの工夫の具体例として、１つ目に有機農業

などの環境保全型農業の取り組みによる販売価格の引き

上げを提案し、「多少値段が高くても、環境に配慮した農

家の生産物を食べたいという消費者は少なくない(19)」と

述べているが、持続可能な社会の創り手を育成するという

観点からも、この提案は納得できる。問題は２つ目の工夫

である。生源寺は高級な果実の栽培と水田農業の組み合わ

せや、イチゴのハウス栽培と水田農業の組み合わせを例示

し、「優れた成果が生まれている」と述べるが、経済的に

は優れた成果かもしれないが、集約的にエネルギー資源を

投入する農業は、持続可能性があるとは言えない。３つ目

の工夫は、いわゆる６次産業化である。農業という一次産

業と、食品加工という二次産業、さらに販売という三次産

業をトータルに行うことで、その和を６次産業と呼ぶ。一

見、合理的に思える工夫であるが、農家という「人の思い」

への理解という点では問題があるだろう。農家は農業がし

たいのであって、販売もしたいという人は限られてくるは

ずである。すべての農家にとって魅力的な提案とは思えな

い。 
一方、農林水産省においてフードマイレージを推進して

いる中田（2007）は、日本人の食生活パターンの変化は、

「経済効率の観点からすれば、個人レベルでも国の政策の

レベルでも、合理的な選択であった。ところが現在、地球

環境問題という、かつて人類が直面したことがないような

問題の存在が明らかとなり、これへの対応が迫られてい

る。」と述べ、「なるべく近くでとれたものを食べましょう。

地産地消に心がけましょう。(20)」と呼びかける。 
 
３．４．地産地消の意義 

 持続可能な社会の創り手を育成する観点から、地産地消

の意義を考えると、次の３つがあるだろう。一つ目に食料

の輸送距離が少ないことによる輸送エネルギーの削減とそ

れに伴う二酸化炭素排出量の抑制であり、二つ目が地域で

カネが回ることによる地域経済への貢献やそれによる雇用

の創出、三つ目が消費者の食への安心感の醸成と生産者に

対する信頼感の向上である。これらは、教科書に紹介され

ている食料自給率の改善方法につながっている。地産地消

で地域経済が活性化することが、地域における「農林水産

業従事者を増加させる」。また、生産者と消費者の顔の見え

る関係づくりが「食べ物のむだをなくす」ことにつながり、

生産者と消費者の対話が、地元の食材による「地域の食文

化を見直す」こととなる。また生産者としては、消費者を身

近に感じることで、「よりおいしく安全な作物の生産」への

意欲化になるであろう。つまり、地産地消は「生産者と消費

者を結び付ける取り組み」であり、持続可能な開発に基づ

く「自然環境や社会環境において世代間の公正と世代内の

公正が担保されている」取り組みであると言える。 
 
３．５．教科書に見る新しい取り組みの動向 

 先述したように、29 年度版解説には新しい取り組みと

してブランド化と６次産業化が示されている。一方、教科

書に記述がある新しい取り組みをまとめたものが表２で

ある。 
29 年度版解説では、新しい取り組みとしてブランド化

と６次産業化が紹介されていた。現行の教科書にはブラン

ド化の記載は見当たらない。産地直売所における地元産の

食材を使った工房や地元産の食材を使ったレストランは、

６次産業化の一つとして捉えることができる。 
地産地消及び新しい取り組みの方向性について考えて

みたい。農業をはじめとする食料生産も根本にあるのは、

利益の拡大である。もちろん、食料生産が生業として成り

①水田による地下水涵養機能、洪水防止機能、棚田の景観等の

文化的サービス 
②二酸化炭素を吸収し、酸素を供給する作用 
③生物多様性を保護する機能 
④伝統行事（文化）の保護・継承機能 
⑤農村コミュニティの維持機能 

豊かさに焦点を当てた持続可能な社会の創り手を育成する社会科
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立つことは重要である。しかし、食料生産には経済的な利

益獲得だけにおさまらない多面的な役割があることをこ

れまで見てきた。国民の落ち着いた暮らしを支える食料安

全保障の側面の他、生源寺の指摘する農業の多面的機能、

そして地産地消の意義など、利潤追求以上の機能を見出す

ことができた。教科書に記載された新しい取り組みも、生

産者と消費者をつないだり、消費者に安心感をもたらした

り、生産者の生産意欲を向上させたりといった、利潤追求

よりも消費者と生産者の精神的な幸福感を重視するもの

であると判断できる。 
 
表２ 教科書に記載された新しい取り組み（筆者作成） 
 新しい取り組み 

光

村

図
書 

地元食材を使った給食、産地直売所、米粉パン、郷土

料理 

日
本
文
教

出
版 

産地直売所、地元産の食材を使ったレストラン、地元

産の食材を使った工房、食や農業に関するイベント、

グリーン・ツーリズム、トレーサビリティ、生産者の

名前を示す表示 

教

育

出
版 

合鴨農法、地元でつくられた野菜の直売所、トレーサ

ビリティ 

東
京

書
籍 

木を植える漁師さんたち、トレーサビリティ、生産者

の名前を示す表示 

 
 2012 年にリオデジャネイロで開催された第３回地球サ

ミットにおいて「世界で最も貧しい大統領」と呼ばれてい

たウルグアイ第 40 代大統領ホセ・ムヒカは、「私たちは発

展するために生まれてきている」わけではなく、「幸せに

なるためにこの地球にやってきた」のではないかと呼びか

けた(21)。第二次世界大戦後のブレトンウッド体制から、経

済成長による豊かさの追求というのがこれまでの常識で

あった。しかし、経済成長に必須である地下資源にも、産

業廃棄物の処理場にも限りがあり、有限な地球上で無限の

経済成長は可能かという問いが、現代人すべてに投げかけ

られている。例えばブータンの国民総幸福量（GNH）のよ

うに、経済成長を前提としない豊かさや幸福への関心の高

さがそれを示している。筆者らは、利潤追求だけを目的と

しない、生産者と消費者、そして地球にとっての「豊かさ」

に気づかせたいと考え、「これからの食料生産」の授業開

発に取り組んだ。 
 
３．６．注目したい教科書の記述 

 また、持続可能な社会の創り手の育成の観点である、「自

然環境や社会環境において世代間の公正と世代内の公正

が担保されている」ことの大切さに気づかせる内容に関す

る記述が、１社だけではあるが見られたので紹介したい。

食生活をめぐる問題として、日本の食料廃棄および食べる

ことができるのに捨てられている食品ロスに関する記述

である。日本の食品ロスは、世界の食料援助の２倍近くに

達しており、世界で一番食べ物を捨てている国となってい

る。一方では「世界に８人に一人は、１日に必要な最低限

の栄養がとれずにいます。(22)」と述べられており、生まれ

る場所によって生じるこの違いは、世代内の公正に反して

いる。食料生産に関わる問題は、自然環境に関する問題が

多いが、社会環境に関わる課題を提示することは、自然環

境の保全と公正な社会環境の構築をトータルに考える上

で重要な視点であると考える。 
 
４．持続可能な社会の創り手を育成する学習指導計画 

 
４．１．世界農業遺産について 

 国際連合食糧農業機関（FAO）が認定する世界農業遺産

には、次の５つの基準に基づく審査があり、５つの基準を

それぞれ満たすことが求められる。 
①食料生産と生計の関係 
②生物多様性および生態系機能 
③知識システムおよび適応技術 
④文化、価値体系および社会的組織（農文化） 
⑤勝れた景観、土地および水資源の管理の特徴 
そして世界農業遺産を ESD の側面から研究する祐岡ら

（2016）は、「農業ならではの基準として、その持続性に

深く関わるのが、①と⑤である。特に①は農業が生業であ

り、農業従事者が生計を維持し、非農業者に食料を安定し

て供給できるかが示される基準であることが注目される
(23)。」と述べているように、世界農業遺産に認定されるこ

とは、持続可能な農業として認定されることでもある。 
 そこで筆者らは、３年間にわたり世界農業遺産に関わる

勉強会を開催し、また国内の世界農業遺産認定地を視察す

るなどして知見の蓄積に努めてきた。今回、特に「トキと

共生する佐渡の里山」「阿蘇の草原の維持と持続的農業」

の２つの研究の成果を生かし、小学校５年生を対象とした

社会科の授業開発を行った。 
 
４．２．単元名 

「これからの食料生産とわたしたち」 

 
４．３．単元の目標 

・日本の食料生産には、食料自給率の低さなど様々な問題

があることを各種資料から確実に読み取り、これらを克

服し、農業・水産業を発展させるためには、各自が自分

の生活を見直し変えていくことが大切であることを理

解する。（知識・技能） 
・食料安全保障の観点からも農業・水産業の発展は必須で

あり、そのための生産者、わたしたち、地球全体がとも

に真に豊かになる方策を具体的に考え、適切に表現する。

（思考・判断・表現） 
・現在の食料生産の問題点を意欲的に調べたり、日本の食

料生産の発展のために自分にできる具体的な方策を意

欲的に考えたりする。（学習への主体的態度） 
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４．４．単元について 

４．４．１．教材について 

農業と水産業を学習して明らかになった食料生産に関

わる課題や、食料自給率の低さから日本の食料生産の危機

的状況を捉え、今後の日本の在り方を探ろうとするのが本

小単元である。 
 日本の食料自給率は 40％を割り、わたしたちの食生活

は輸入に頼らなければ成り立たない状況にある。しかし、

食料安全保障の観点からも、また、外国産の安全性やフー

ドマイレージに表れる地球環境への負荷など、日本の食料

生産の衰退は、国民的課題となっている。そこで、本単元

においては、「真の豊かさ」を念頭において学習を展開し

たい。視点は、生産者にとっての豊かさ、わたしたち消費

者にとっての豊かさ、地球にとっての豊かさの３つである。 
 生産者にとっての豊かさとは、言うまでもなく食料を生

産することが生業として成立していることである。耕地面

積のせまい日本は、価格の面で国際競争力は弱いが、安全

性や品質のよさでは十分通用する。共同営農や法人化、ブ

ランド化や６次産業化など、日本各地で様々な努力や工夫

がなされている。生産者にとっての豊かさとは、様々な努

力や工夫が生かされ、自分たちの作りたい作物がたくさん

実り、消費者に喜んでもらうことができるということであ

ろう。ただ６次産業化については、阿蘇の世界遺産認定の

立役者であり、イタリア料理店のシェフである宮本健真氏

をインタビューさせていただいた際に述べられた、「農家

の本音は、やはり加工や販売などはせず、ただしっかりと

農業をやりたいということでしょう」という意見を参考に、

教員自身が、実際に６次産業化に取り組んでおられる農家

へのインタビューなどを行い、子どもへの提示のしかたを

検討する必要があると思われる。 
 消費者にとっての豊かさとは、様々な食品がいつもあり

余るほど手に入ることなのかどうかを考えさせたい。自分

たちの消費行動や食生活を批判的に見つめ、「外食」や「中

食」に代表される「食の貧困」、ダイエットブームなどに

よる「食の減退」なども含め、わたしたちにとって「真に

豊かな食」とは、どのようなものかを考えさせたい。 
そして、地球にとっての豊かさとは、わたしたちの消費

行動や食生活を変革していくことが、地球の環境や世界の

人々を守ることにつながるというグローバルな視点であ

る。さらに、農地自体には水源涵養、洪水防止、景観形成、

生物多様性の保持などの機能があり、これらの農業の多面

的機能はお金に換算できない価値があることは、地球に

とっての豊かさであり、わたしたちにとっての豊かさでも

あることを考えさせる視点でもある。 
 これらの「真に豊かな食」を追求し、農業を活性化させ

る方策として、次の３点を提示したい。 
・地産地消･･･地域でとれたものを地域で食べることで、

フードマイレージを最小限に抑えるとともに、消費者も

新鮮で安全な食材を担保することができる。また、地域

の農業の振興にもつながる。 

・旬産旬消･･･旬の産物をその季節のうちに食すことで、

その食材の本当のおいしさと栄養を享受することがで

き、施設栽培によって排出される CO２を抑えることが

できる。 
・土産土法･･･地域でとれた食材を地域独自の調理法で調 
 理することで、地域に伝わる伝統的な食材と食文化を守 
ることができ、スローフードを推進できる。 
以上のような学びの中で、日本の食料生産を発展させ、

食料自給率を上げていくことは、わたしたち一人一人の考

え方、行動の仕方にかかっていることを実感させながら、

自分ごととして学習を展開したい。 
 

４．４．２．指導について 

 まず、日本の食料自給率を提示し、食料安全保障の観点

から危機感をもたせ、自分たちにできることがないかを考

えさせるために、「日本の食料生産は、わたしたちがどう

すれば安心できるものになるのだろうか？」という学習問

題を設定する。 
次に、日本がなぜこんなにも食料を輸入するのかを考え

させる。それは、当然価格の差である。では、なぜ外国産

はそんなにも安いのか、アメリカなどで行われている超大

型機械などを使った大規模農業と、日本の中山間地域など

の小規模農業を比較して考えさせる。価格だけでなく、安

全性やフードマイレージを考慮したときに、自分なら国内

産を買うか、外国産を選ぶかを判断させてみる。次に、生

産者が豊かになる方策として、「トキと共生する佐渡の里

山」と「阿蘇の草原の維持と持続的農業」の２つの世界農

業遺産を提示する。佐渡の事例では、トキを米作りの中心

に置いたブランド化の取組を、阿蘇の事例では、広大な草

原を毎年野焼きをしながら環境を守り、「あか牛」をイン

ターネットなどによって直接販売している事例を紹介す

る。これらの取組から、生産者側の持続可能な食料生産の

ために様々な努力や工夫が成功するかどうかは消費者側

が積極的に受け入れる姿勢にあることを実感させる。 
さらに「生産者もわたしたちも豊かになるためには、今

後どうすればよいだろう？」というテーマで、小グループ

と全体で話し合う。わたしたちにとって「豊かな食」とは

どういうことかを中心に考えさせたい。また、食品ロスの

問題を提示し、大量の食料を輸入しておきながら「世界で

一番食料を捨てている国」といわれる日本の矛盾、世界で

毎年飢餓によって 1500 万人以上が亡くなっている事実な

どを通して、私たちが変わらなければいけないという思い

をもたせたい。その上で、地産地消、旬産旬消、土産土法

を提示し、さらに思考を深めさせたい。 
最後に、これまで学んだことや考えたことを整理して、

「生産者、わたしたち、地球がみんな豊かになるために、

今後どのように行動していけばよいだろう？」をテーマに、

自分の食生活や消費行動を含めた生活様式をどのように

変えていくことが、自分にとっても生産者にとっても、そ

して地球環境にとってもよいのかを、具体的な行動指針と

豊かさに焦点を当てた持続可能な社会の創り手を育成する社会科
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して表現させたい。 
 

４．４．３．「持続可能な社会を考える」視点について 

 食料生産、食料消費とも、現状のままでは、生産者・消

費者・地球環境にとって持続可能とは言えない。「真の豊

かさ」という視点と、グローバルな視点で考え、各自がこ

の危機的状況を脱するために、自分の生き方を変革してい

こうと具体的に行動化していくことが迫られる題材であ

る。 
 国立教育政策研究所は持続可能な社会づくりの構成概

念として、多様性、相互性、有限性、公平性、連携性、責

任性の６つを提示しているが(24)、本学習においては、特に

相互性、連携性、責任性について、以下のように具体的に

学ぶことを通して、持続可能な社会を考える視点の育成に

努めたい。 
相互性･･･食料生産やその輸送は自然と密接な関係にあ 

り、これを無視して続けていけば地球環境に

大きな負荷をかけること。 
連携性･･･これからの食料生産は、生産者だけが努力す 
     るのではなく、わたしたちが地球全体のこと 

を考えて努力することが大切であること。 
責任性･･･わたしたちが食生活や消費行動を変えていく 

ことが何よりも大切であること。 
 

４．４．４．評価について 

「日本の食料生産は、わたしたちがどうすれば安心でき 

 
 

４．５．単元展開の概要(全５時間) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

るものになるのだろうか？」の「わたしたち」に焦点をあ

て、自己評価の一つとして毎時間の振り返りカードに記述

させ、その内容の変化に着目させることで、今の自分の生

活の変化や思考の深まりを実感させる。そして、学習活動

４．「生産者もわたしたちも豊かになるには、今後どうす

ればよいだろう？」及び学習活動５．「生産者もわたした

ちも、地球も、みんなが豊かになるために、どのように行

動したらよいだろう？」の段階では、蓄積した振り返り

カードやこれまでの学習活動のまとめとして、自分の今後

の行動指針を具体的に考えさせる。 
そして、学習への取り組み方や毎時間の振り返りカード、

作成した行動指針などを手がかりに、単元の目標に即した

評価を行う。単元の評価規準を次に示す。 
 

【単元の評価規準】（筆者作成） 
知
識
・
技
能 

①日本の食料生産における食の安全・安心とその取組につ

いて、資料から必要な情報を読み取っている。 
②日本の食料生産には、食料自給率の低下や食の安全性な

ど様々な問題があることを理解している。 
思
考
・
判
断
・
表
現 

①日本の食料生産をめぐる問題について、生産者・消費者・

地球のそれぞれの豊かさをもとに考え、適切に表現してい

る。 
②自分の生活と食料生産とのかかわりから、日本の食料生

産の発展を考え、適切に表現している。 
主
体
的
な
態
度 

①我が国の食料生産をめぐる問題点について関心をもち、

意欲的に考えようとしている。 
②食料生産の未来のために、自分のできることを意欲的に

考えようとしている。 

日本の食料生産は、わたしたちがどうすれば安心できるものになるのだろうか？ 

42

大西　浩明・山方　貴順・祐岡　武志・山下　欣浩・中澤　静男



 

 

５．まとめ 
 
平成 29 年３月に小学校学習指導要領が公示され、その

前文に「持続可能な社会の創り手を育む」ことが明記され

たことを受け、現状の理解に重点がある学習内容を持続可

能な社会を創ることを目指した内容に改善すべきである

と考え、小学校５年生社会科の「これからの食料生産」の

学習内容はどのように変わるべきかを検討した。「小学校

学習指導要領解説 社会編」の内容や現行の教科書の内容

を手がかりに考察を進めていくことで、利潤追求だけでな

い農業の多面的機能や、地産地消がもたらす生産者、消費

者双方への精神的豊かさ、また自然環境への効果などにも

気づかされることとなった。このような視点で見ると、教

科書に紹介されている新しい取り組みも同じ方向性を持

つものであることがよくわかる。 
そこで、次の社会の担い手である子どもたちに、経済成

長よりも豊かさや幸福感を中心に据えた、持続可能な社会

を構想する力を養い、行動化につなげたいと考え、学習指

導計画を提案した。 
本研究で提案した豊かさに焦点を当てた持続可能な社会

の創り手を育成する社会科の学習を通して、予想される児

童の変容について、次の３点から考察する。一つ目は多様

性について、二つ目に持続可能な社会を考える視点、三つ

目に目指すべき持続可能な社会で大切にしたいことにつ

いてである。 
一つ目の多様性についてである。本学習を通して、児童

は豊かさには、生産者にとっての豊かさだけでなく、消費

者にとっての豊かさ、そして地球にとっての豊かさがある

ことに気づく。それは経済的な豊かさだけでなく、生産す

る喜びや消費者に喜んでもらう喜び、様々な食品を選択で

きるという豊かさ、そして自らの生産活動や消費行動が、

自然環境の保全に寄与しているという満足感など、多様で

ある。豊かさに焦点を当てることで、これからの食料生産

のあり方やそこへの自分の関わり方について、多面的に考

察し、持続可能な社会の創り手としてふさわしい行動化を

促すものと思われる。 
二つ目の持続可能な社会を考える視点についてである。

上述したように、本学習を通して特に相互性、連携性、責

任性の３つの視点を養うことができる。ここで身に付けた

視点を用いて自然環境や社会環境を分析したり、人や集団

の意思決定や行動を検討したりすることで、身近に存在す

る持続可能な社会の実現を妨げたり、遅らせたりする要因

を課題として発見することが可能となる。この持続可能な

社会を考える視点を獲得することで、現代社会の現状を理

解することに留まらず、課題を見出し、よりよい社会創り

に参加・参画しようとする意欲や態度の育成を図ることが

期待できる。 
三つ目に、目指すべき持続可能な社会で大切にしたいこ

とについてである。本学習では食料生産を通して、一番大

切なことは、豊かさであることを学ぶことができる。本学

習において、食料生産には多様な豊かさがあり、それを目

指すために自己の行動を振り返り、今後の行動指針を考え

た児童にとって、前述したムヒカ大統領の「幸せになるた

めにこの地球にやってきた」という呼びかけは、児童の心

の中に、食料生産に留まらず、よりよい社会を考える上で、

豊かさや幸せがもっとも大切であるという、基準を形成す

るだろう。幸せになりたいという願いは、普遍的な人間の

ニーズである。本学習を通して、持続可能な社会は人間の

基本的ニーズを大切にする社会であることが理解できる

と考えられる。 
 本稿では農業に焦点化したが、食料生産は農業だけにと

どまらない。今後は水産業や林業についても、持続可能な 
社会の創り手を育てる視点から考察を続け、持続可能な社

会づくりを念頭に置いた学習のあり方を模索していきた

いと考えている。 
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